
～産休、育休のよくある質問５選～ 

 

Q１. 育休、産休はいつからいつまで取れるの？ 

  産前産後休業は、予定日前 42 日間、産後休業は出産日の翌日から 56 日 

 間です。 

  また、育児休業は、産後休業の終了日の翌日から子が 1 歳（最大 2 歳） 

誕生日の前日までとなります。 

 

Q２. 育休、産休はパートでも取れるの？ 拒否できるの？ 

  パートも取得できます。雇用形態による区別はなく、また原則として拒むこ

とはできません。 

  ただし、労使協定を結んだ場合、一定の要件にあてはまる労働者の休業を

拒むことができます。 

 

Q３. 保険料はどうなるの？ 

雇用保険料は、賃金が発生しない限りかかりません。 健康保険・厚生年金

保険料は、産休・育休中は免除（東食国保は産休中のみ免除）されます。 

 

Q４. どんな給付（制度）が受けられるの？ 

産休中は、健康保険から出産育児一時金、出産手当金（東食国保は対象

外）、育休中は、雇用保険から出生児育児休業給付金、育児休業給付金、出

生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。 

 

産休（育休）復帰後は、健康保険、厚生年金の特例による報酬月額変更が

適用され、通常より要件を緩和して月額変更をすることができます。 

   

  育休復帰後は、報酬月額のみなし措置があります。育休復帰後時短等によ

り休業前より賃金が下がり標準報酬月額が下がっても、老齢年金の計算の

際、従前水準を保証する制度です。 

 

Q５. それぞれいくらもらえるの？ 

制度によりますが、健康保険、雇用保険から休業前の賃金の 50％〜67％

（出生後休業支援給付金と合わせた場合、80％）が支給されます。 



 

 

 


